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■第１編 総則 
頁 修正後 修正前 頁 

2 【坂戸市地域防災計画の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【坂戸市地域防災計画の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

第１編 総則 
第１節 計画の目的 

第２節 計画の位置付け 

第３節 坂戸市の概況 

第４節 防災の基本理念 

第５節 計画の効果的推進 

第１節 坂戸市防災会議 

第２節 坂戸市水防協議会 

第３節 防災機関等の役割 

第４節 防災体制 

第１節 基本方針 

第２節 現況と実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 坂戸市の地震の概要 

第２節 地震被害想定 

第３節 災害対応の方針 

第４節 施策の体系 

第１節 自助、共助による防災力の向上 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等

の確保 

第４節 応急対応力の強化 

第５節 情報の収集・共有・伝達体制の整備 

第６節 医療救護等対策 

第７節 帰宅困難者対策 

第８節 避難対策 

第９節 災害時の要配慮者対策 

第10節 物資供給・輸送対策 

第11節 市民生活の早期再建 

第１章 総則 

第２章 防災体制 

第１章 総則 

第３章 防災訓練 

第４章 調査研究 

第２章 施策ごと

の具体的

第２編 震災対策

第３章 災害復興 

第４章 南海トラフ地震臨時情報発表

に伴う対応措置 

第５章 北海道・三陸沖後発地震注意

情報発表に伴う対応措置 

第６章 火山噴火降灰対策 

第７章 最悪事態への対応 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１編 総則 第１章 総則 
第１節 計画の目的 

第２節 計画の位置付け 

第３節 坂戸市の概況 

第４節 防災の基本理念 

第５節 計画の効果的推進 

第１節 坂戸市防災会議 

第２節 坂戸市水防協議会 

第３節 防災機関等の役割 

第４節 防災体制 

第１節 基本方針 

第２節 現況と実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 坂戸市の地震の概要 

第２節 地震被害想定 

第３節 災害対応の方針 

第４節 施策の体系 

第１節 自助、共助による防災力の向上 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等

の確保 

第４節 応急対応力の強化 

第５節 情報の収集・共有・伝達体制の整備 

第６節 医療救護等対策 

第７節 帰宅困難者対策 

第８節 避難対策 

第９節 災害時の要配慮者対策 

第10節 物資供給・輸送対策 

第11節 市民生活の早期再建 

第３章 災害復興 

第４章 南海トラフ地震臨時情報発表

に伴う対応措置 

第５章 北海道・三陸沖後発地震注意

情報発表に伴う対応措置 

第６章 火山噴火降灰対策 

第７章 最悪事態への対応 

第２章 防災体制 

第１章 総則 

第３章 防災訓練 

第４章 調査研究 

第２章 施策ごとの

具体的計画 

第２編 震災対策編 
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頁 修正後 修正前 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

4 第３ 計画の用語 

（略） 

 

第３ 計画の用語 

（略） 

 

4 

第１節 坂戸市における風水害の概況 

第２節 施策の体系 

第３編 風水害対

策編 
第１章 総則 

第２章 施策ごと

の具体的
第１節 自助、共助による防災力の向上 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等

の確保 

第４節 応急対応力の強化 

第５節 情報の収集・共有・伝達体制の整備 

第６節 医療救護等対策 

第７節 避難対策 

第８節 災害時の要配慮者対策 

第９節 物資供給・輸送対策 

第10節 市民生活の早期再建 

第11節 竜巻等突風対策 

第３章 災害復興 

第４章 大規模 

水害対策 

第５章 雪害対策 

第４編 複合災害対策

編 

第５編 広域応援編 

第６編 事故災害対策

編 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 基本方針 

第２節 具体的取組 

第１節 基本方針 

第２節 実施計画 

第１節 火災対策計画 

第２節 危険物等災害対策計画 

第３節 放射性物質及び原子力発電所事故 

災害対策計画 

第４節 農林水産災害対策計画 

第５節 道路災害対策計画 

第６節 鉄道事故・施設災害対策計画 

第７節 航空機事故対策計画 

第４編 複合災害対策編 

第５編 広域応援編 

第６編 事故災害対策編 

第１節 自助、共助による防災力の向上 

第２節 災害に強いまちづくりの推進 

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等

の確保 

第４節 応急対応力の強化 

第５節 情報の収集・共有・伝達体制の整備 

第６節 医療救護等対策 

第７節 避難対策 

第８節 災害時の要配慮者対策 

第９節 物資供給・輸送対策 

第10節 市民生活の早期再建 

第11節 竜巻等突風対策 

第３章 災害復興 

第４章 大規模水害対策 

第１節 坂戸市における風水害の概況 

第２節 施策の体系 

第５章 雪害対策 

第１章 総則 

第２章 施策ごとの

具体的計画 

第３編 風水害対策

編 
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頁 修正後 修正前 頁 

（削除） 

 

※組織名（部・課・施設名）は令和７年４月以降の組織名とする。 

 

16 第５節 計画の効果的推進 

（略） 

 

４ デジタル化の推進 

効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコ

ンピューティング、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を

推進する。 

 

（略） 

 

第５節 計画の効果的推進 

（略） 

 

４ デジタル化の推進 

効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコ

ンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル

化を推進する。 

 

（略） 

 

16 

17 第２章 防災体制 

（略） 

 

【行政の防災組織】 

組 織 名 概 要 

坂戸市防災会議 

●地方自治法第138条の４第３項に規定する市

の附属機関とし、災対法第42条に基づき本計

画の策定を行う。 

（略）  

消防機関 

（略） 

２ 坂戸市消防団 

●団本部、分団で構成し、災害予防・応急対

策を実施する。 

（略）  

 

（略） 

 

第２章 防災体制 

（略） 

 

【行政の防災組織】 

組 織 名 概 要 

坂戸市防災会議 
●地方自治法第138条の４第３項に規定する市

の附属機関とし、防災計画の策定を行う。  
（略）  

消防機関 

（略） 

２ 坂戸市消防団 

●団本部、分団、部で構成し、災害予防・応

急対策を実施する。 

（略）  

 

（略） 

 

17 

19 第２節 坂戸市水防協議会 

第１ 組織 

関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学

第２節 坂戸市水防協議会 

第１ 組織 

関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学

19 
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頁 修正後 修正前 頁 

識経験のある者で構成する。なお、坂戸市水防協議会は令和７年４月

１日より設置する。 

 

【市水防協議会の構成】 

区分 定数 概 要 

会長 １人 市長（水防管理者） 

委員 11人以内 

関係行政機関の職員並びに水防に関係のある

団体の代表者及び学識経験のある者のうちか

ら水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

 

（略） 

 

識経験のある者で構成する。 

 

 

【市水防協議会の構成】 

区分 定数 概 要 

会長 １人 市長 

委員 15人以内 

関係行政機関の職員並びに水防に関係のある

団体の代表者及び学識経験のある者のうちか

ら水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

 

（略） 

 

20 第３節 防災機関等の役割 

第１ 防災機関等の役割 

１ 市の役割 

（略） 

 

名 称 主 な 役 割 

坂戸市 （略） 

坂戸市水防団 
１ 水災の警戒及び防御に関すること。 

２ 水防の活動に関すること。 
 
 

第３節 防災機関等の役割 

第１ 防災機関等の役割 

１ 市の役割 

（略） 

 

名 称 主 な 役 割 

坂戸市 （略） 

（追加） 
 

 
 
 

20 

26 ○ 指定公共機関の役割 

名 称 主 な 役 割 

（略）  

日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）さいたま放送局 

（略） 

（略）  

 

 

○ 指定公共機関の役割 

名 称 主 な 役 割 

（略）  

日本放送協会（ＮＨ

Ｋさいたま放送局） 

（略） 

（略）  
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頁 修正後 修正前 頁 

27 ５ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の役割 

（略） 

 

○ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の役割 

名 称 主 な 役 割 

（略）  

坂戸市商工会 

商工業関係団体 

（略） 

（略）  

 
 

５ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の役割 

（略） 

 

○ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の役割 

名 称 主 な 役 割 

（略）  

坂戸市商工会、 

商工業関係団体 

（略） 

（略）  

 
 

27 

29 ６ 災害時応援協定締結団体・事業者の役割 

（略） 
 

【災害時応援協定担当一覧】 

令和７年２月時点 

（略） 

 

６ 災害時応援協定締結団体・事業者の役割 

（略） 
 

【災害時応援協定担当一覧】 

令和６年11月末時点 

（略） 

 

29 

35 第２ 消防機関 

１ 組織 

（略） 

 

（２）坂戸市消防団 

（略） 
 

【坂戸市消防団管轄地区一覧表】 

分団名 車庫・詰所 管轄 車庫詰所 

（略）    
 
 

第２ 消防機関 

１ 組織 

（略） 

 

（２）坂戸市消防団 

（略） 
 

【坂戸市消防団管轄地区一覧表】 

分団名 部 管轄 車庫詰所 

（略）    
 
 

34 

35 第３ 水防機関 

１ 組織 

市により、水防事業及び水防活動を実施する。なお、坂戸市水防団

は、坂戸市消防団の組織をもって水防団の組織とし、団本部及び６分

第３ 水防機関 

１ 組織 

市により、水防事業及び水防活動を実施する。なお、坂戸市水防団

は団本部及び５分団で構成する。 

34 
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頁 修正後 修正前 頁 

団で構成する。 

 

（略） 

 

 

（略） 

37 第２節 現況と実施計画 

（略） 

今後も市民、行政及び関係機関・団体が協力し、被害想定や計画に

基づいた実践的な防災訓練を行う。 

 

 

水防に関しては、毎年水防団員を対象とした水防訓練を実施する。 

 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

●小・中学校は、危機管理マニュアルに基づき、

一斉安全確保訓練（シェイクアウト訓練）や避

難訓練を定期的に実施する。 

●中学校は、自主防災組織が行う防災訓練に生徒

が参加するよう促す。 

（削除） 

 

小・中学校 

（略）  

（略） 

 

第２節 現況と実施計画 

（略） 

近年は新型コロナウイルス感染症等の影響により実施回数は減少

したが、徐々に防災訓練の実施団体も増加しており、今後も市民、行

政及び関係機関・団体が協力し、被害想定や計画に基づいた実践的な

防災訓練を行う。 

水防に関しては、毎年水防団員（消防団員が兼務）を対象とした水

防訓練を実施する。 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

●小・中学校は、危機管理マニュアルに基づき、

一斉安全確保訓練（シェイクアウト訓練）や避

難訓練を定期的に実施する。 

●中学校は、自主防災組織が行う防災訓練に生徒

が参加するよう促す。 

●幼稚園は、一斉安全確保訓練（シェイクアウト

訓練）や避難訓練を定期的に実施する。 

小・中学校 

（略）  

（略） 

 

36 
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■第２編 震災対策編 
頁 修正後 修正前 頁 

6 第４節 施策の体系 
予防・事前対策 応急対策 復旧対策 

（略）   

第１１節 市民生活の早期再建 

罹災証明書の発行体制の整備 災害救助法の適用 生活再建等の支援 

応急住宅対策 
被災者台帳の作成・罹災届出証明

書及び罹災証明書の発行 
 

動物愛護 被災者総合相談窓口の開設  

文教対策 災害廃棄物等の対策  

 食品衛生監視  

 動物愛護  

 応急住宅対策  

 文教対策  
 
 

第４節 施策の体系 
予防・事前対策 応急対策 復旧対策 

（略）   

第１１節 市民生活の早期再建 

罹災証明書の発行体制の整備 災害救助法の適用 生活再建等の支援 

応急住宅対策 
被災者台帳の作成・罹災届出証明

書及び罹災証明書の発行 
 

動物愛護 （追加）  

文教対策 災害廃棄物等の対策  

 食品衛生監視  

 動物愛護  

 応急住宅対策  

 文教対策  
 
 

6 

10 イ 自助の強化 

（略） 

 

【市民】 

計画内容 

（略） 

●災害時に家族その他の緊急連絡を要するものとの連絡手段で

ある災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板、ＮＴＴ災害

用伝言板「ｗｅｂ１７１」をそれぞれ体験し、発災に備える。 

（略） 

 

◇資料 

【資料４－５ NTT災害用伝言ダイヤル「１７１」解説資料】

（p.206） 

【資料４－６ NTT災害用伝言板「web１７１」解説資料】

（p.207） 

 

イ 自助の強化 

（略） 

 

【市民】 

計画内容 

（略） 

●災害時に家族その他の緊急連絡を要するものとの連絡手段で

ある災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板、ＮＴＴ災害

用伝言板ｗｅｂ１７１をそれぞれ体験し、発災に備える。 

（略） 

 

（追加） 

 

10 

12 ウ 自主防災組織連絡協議会 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

２ 活動 
総務部 

ウ 自主防災組織連絡協議会 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

２ 活動 
総務部 

12 
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頁 修正後 修正前 頁 

（１）支部活動 

（略） 

② 訓練 

・ＤＩＧ訓練、避難所運営訓練等 

（２）専門部会 

（略） 

 （削除） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（１）支部活動 

（略） 

② 訓練 

・ＤＩＧ訓練※、避難所運営訓練等 

（２）専門部会 

（略） 

※ＤＩＧ訓練：Disaster Imagination Gameの略で、災害

図上訓練のこと。大きな地図を参加者で囲み、災害を

イメージして自宅近くの危険物や障害物を把握し、具

体的な避難路や要配慮者の避難などを確認する実践的

な訓練。 

 

（略） 

23 ４ 不燃化等の促進 

（１）取組方針 

（略） 

市街地における火災の危険を防除するため、都市計画法に基づく

防火地域又は準防火地域の指定を推進し、不燃性・難燃性の高い建

築物を誘導し、市街地の不燃化等の促進を図る。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 防火地域又は準防火地域の指定 

【行政】 

計画内容 担当 

●防災に配慮した都市基盤整備を進めるとともに、

防火地域又は準防火地域指定等による不燃化を

推進する。 

都市整備部 

 
 

４ 不燃化等の促進 

（１）取組方針 

（略） 

市街地における火災の危険を防除するため、都市計画法に基づく

防火地域又は準防火地域の指定を促進し、不燃性・難燃性の高い建

築物を誘導し、市街地の不燃化等の促進を図る。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 防火地域又は準防火地域の指定 

【行政】 

計画内容 担当 

●防災に配慮した都市基盤整備を進めるとともに、

防火地域又は準防火地域指定等による不燃化を

促進する。 

都市整備部 

 
 

23 

24 ６ 地盤災害の予防 

（１）取組方針 

（略） 

６ 地盤災害の予防 

（１）取組方針 

（略） 

24 
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頁 修正後 修正前 頁 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 軟弱地盤対策 

（略） 
 

【行政】 

計画内容 担当 

●液状化ハザードマップを公表し、危険度分布予

測を市民に周知する。 

●液状化が予想される地域での液状化対策工法の

普及、啓発に努める。 

●耐震診断及び耐震強化対策を実施する。 

総務部 

都市整備部 

 
 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 軟弱地盤対策 

（略） 
 

【行政】 

計画内容 担当 

●液状化ハザードマップを公表し、危険度分布予

測を市民に周知する。 

●液状化が予想される地域での液状化対策工法の

普及、啓発に努める。 

●耐震診断及び耐震強化対策を実施する。 

総務部 

環境産業部 

都市整備部 

 
 

25 イ 盛土による災害の予防対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制

法」）に基づく県の実施する管内の既存盛土等に

関する調査等の結果に基づき、必要に応じ、把握

した盛土等について安全性把握のための詳細調

査や経過観察等を行う。また、これらを踏まえ、

危険が確認された盛土等について、宅地造成及び

特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やか

に監督処分や撤去命令、行政処分等の盛土等に伴

う災害を防止するために必要な措置を行う。 

  （削除） 

 

都市整備部 

 
 

イ 盛土による災害の予防対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制

法」）に基づく管内の既存盛土等に関する調査等

を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について

安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行

う。また、これらを踏まえ、危険が確認された盛

土等※について、宅地造成及び特定盛土等規制法

などの各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去

命令、行政処分等の盛土等に伴う災害を防止する

ために必要な措置を行う。 

※令和６年９月時点では、市内に対象の盛土等は存

在しない。 

都市整備部 

 
 

25 

26 １０ 地震火災等の予防 

（１）取組方針 

大規模な地震発生後に地震火災が発生した場合、大きな被害をも

たらすことが知られている。これまでの大規模地震火災の現場で

は、水道が断水したために消火栓が使えず、河川の水等の自然水利

１０ 地震火災等の予防 

（１）取組方針 

大規模な地震発生後に地震火災が発生した場合、大きな被害をも

たらすことが知られている。これまでの大規模地震火災の現場で

は、水道が断水したために消火栓が使えず、河川の水等の自然水利

26 
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頁 修正後 修正前 頁 

や井戸水、風呂水等の生活用水を利用した消火活動が行われた例

や、消防団、区・自治会、自主防災組織が協力し、ガスの元栓を閉

め、初期消火を行い、火災による被害を防止した事例が報告されて

おり、地震火災の拡大を抑えるには、日常的な消防水利の確保と初

期消火への取組が重要である。 

（略） 

 

や井戸水、風呂水等の生活用水を利用した消火活動が行われた例

や、消防団、区・自治会、自主防災組織が協力し、ガスの元栓を閉

め、初期消火を行い、火災による被害を防止した例が報告されてお

り、地震火災の拡大を抑えるには、日常的な消防水利の確保と初期

消火への取組が重要である。 

（略） 

 

42 ＜応急対策＞ 

（略） 

 

１ 道路ネットワークの確保 

（１）取組方針 

大規模地震に際して、被災者の救助、避難誘導、捜索及び物資の

輸送等を円滑に行うために、必要な道路の確保を図る。 

なお、震災時の応急対策活動を効率的に行うため、関係各機関

は被害状況等を積極的に調査把握し、関係機関同士が連絡を密に

して的確に対処する。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 道路被害状況の把握及び伝達 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

●東日本高速道路株式会社は、所管の緊急輸送道

路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、パ

トロールカーによる巡視を実施するとともに、

道路モニター等からの道路情報について相互

に連絡を取り合う。 

土木班 

輸送班 

東日本高速道

路株式会社 

 

（略） 

＜応急対策＞ 

（略） 

 

１ 道路ネットワークの確保 

（１）取組方針 

大規模地震に際して、被災者の救助、避難誘導、捜索及び物資の

輸送等を円滑に行うために、必要な道路の確保を図る。 

（追加） 

 

 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 道路被害状況の把握及び伝達 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

●東日本高速道路株式会社は、所管の緊急輸送道

路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、パ

トロールカーによる巡視を実施するとともに、

道路モニター等からの道路情報を相互に連絡

を取り合う。 

土木班 

輸送班 

東日本高速道

路株式会社 

 

（略） 

42 

46 ５ 発災時のエネルギー供給機能の確保 

（略） 

５ 発災時のエネルギー供給機能の確保 

（略） 

46 
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頁 修正後 修正前 頁 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 災害時応援協定及び覚書に基づく石油類燃料の供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害対策活動を円滑に実施するため、「災害時におけ

る石油類燃料等の供給に関する協定書」に基づき、協

定締結先に石油燃料等の供給について協力を要請す

る。 

●協定締結先は、本市の要請に基づき石油類燃料等の優

先的な供給及び運搬に協力する。 

統括班 

 

イ 災害時応援協定に基づくガスの供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害対策活動を円滑に実施するため、「災害時におけ

るＬＰガスの優先供給等に関する協定書」に基づき、

協定締結先にＬＰガスの供給について協力を要請す

る。 

●協定締結先は、本市の要請に基づきＬＰガスの優先的

な供給及び運搬に協力する。 

統括班 

 
 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 災害時応援協定及び覚書に基づく石油類燃料の供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害対策活動を円滑に実施するため、「災害時におけ

る石油類燃料等の供給に関する協定書」に基づき、協

定締結先に石油燃料等の供給について協力を要請す

る。 

●協定締結先は、本市の要請に基づき石油類燃料等の優

先的な供給及び運搬に協力する。 

総括班 

 

イ 災害時応援協定に基づくガスの供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害対策活動を円滑に実施するため、「災害時におけ

るＬＰガスの優先供給等に関する協定書」に基づき、

協定締結先にＬＰガスの供給について協力を要請す

る。 

●協定締結先は、本市の要請に基づきＬＰガスの優先的

な供給及び運搬に協力する。 

総括班 

 
 

55 ３ 消防力の充実強化 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 消防施設及び設備の整備 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●災害発生に伴い、消防組合の消防活動拠点とし

て消防体制の充実化を図るべく、消防署、分署

及び消防団詰所の改修や適した場所への配置

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

３ 消防力の充実強化 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 消防施設及び設備の整備 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●災害発生に伴い、消防組合の消防活動拠点とし

て消防体制の充実化を図るべく、消防署、分署

及び消防団詰所の改修や適した場所への配置

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

55 



12 

頁 修正後 修正前 頁 

等を推進していく。 

（略） 

 

（略） 

 

イ 消防車両及び資機材の整備 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●消防力の整備指針に基づき、警防・救助・救急

体制の充実強化を図るとともに、多種多様化し

ていく災害に対応するため、消防車両及び資機

材等を整備する。 

（略） 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 

（略） 

 

等を整備していく。 

（略） 

 

（略） 

 

イ 消防車両及び資機材の整備 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●消防力の整備指針に基づく体制を目標とし、火

災、救助、救急等の多種多様化していく災害に

対応すべく、消防車両及び資機材等を整備す

る。 

（略） 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 

（略） 

 

57 ４ 救急救助体制の整備 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 救急救助体制の整備 

（略） 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会や自主防災組織は、救助訓練や避難訓練を実施す

る。 

（略） 

 

（略） 

 

４ 救急救助体制の整備 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 救急救助体制の整備 

（略） 

 

【市民】 

計画内容 

●自主防災組織は、救助訓練や避難訓練を実施する。 

 

（略） 

 

（略） 

 

57 

64 【就業時間内外別震災時の体制】 【就業時間内外別震災時の体制】 64 
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頁 修正後 修正前 頁 

配備体制 就業時間内 夜間・休日（就業時間外） 

情報収集体制 

原則として 

震度４ 

総務部及び道路・橋りょう・

排水機場の所管課が連携 

総務部及び道路・橋りょう・

排水機場の所管課が市役所庁

舎に参集し連携 

（略）  
 

 
 

配備体制 就業時間内 夜間・休日（就業時間外） 

情報収集体制 

原則として 

震度４ 

総務部及び橋りょう・排水機

場の所管課が連携 

総務部及び橋りょう・排水機

場の所管課が市役所庁舎に参

集し連携 

（略）  
 

 
 

 

頁 修正後 

65 【主な応急対策及び復旧復興対策活動体制（非常体制）】 

班 名 担当部署 
主な応急対策及び復旧復興対策活動 

発災から24時間（発災期） ２～３日以降（被災生活期） １週間以降（復旧・復興期） 
（略）     

市民生活班 市民部 ●区・自治会・自主防災組織との連絡・調整 
●被災者総合相談窓口の開設 ●罹災届出証明願の受付 ●罹災届出証明書の発
行 ●貸付金等の受付 ●被災者台帳の作成 

（略）    
 
 

 

修正前 頁 

【主な応急対策及び復旧復興対策活動体制（非常体制）】 

班 名 担当部署 
主な応急対策及び復旧復興対策活動 

発災から24時間（発災期） ２～３日以降（被災生活期） １週間以降（復旧・復興期） 
（略）     

市民生活班 市民部 ●区・自治会・自主防災組織との連絡・調整 
●各種生活相談 ●罹災届出証明願の受付 ●罹災届出証明書の発行 ●貸付金
等の受付 ●被災者台帳の作成 

（略）    
 
 

65 
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頁 修正後 

66 【発災期の活動体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■災害廃棄物仮置場 

運動公園、 

石井水処理センター等 

■遺体収容場所 

セレモア坂戸駅前会館、坂戸

駅前メモリードホール、避難

所を開設していない小・中学

校体育館、利用していない公

共施設、寺院等 

■輸送拠点 

市民総合運動公園 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■地域防災拠点・避難所 

地域防災拠点 指定避難所 

三芳野地域交流センター 三芳野小学校 

上谷小学校 上谷小学校 

勝呂地域交流センター 
勝呂小学校 

住吉中学校 

中央地域交流センター 坂戸中学校 

坂戸市文化会館 坂戸小学校 

県立坂戸ろう学園 
県立坂戸ろう学園 

片柳小学校 

北坂戸地域交流センター 
桜小学校 

桜中学校 

浅羽野地域交流センター 
浅羽野小学校 

浅羽野中学校 

千代田地域交流センター 

南小学校 

千代田小学校 

千代田中学校 

入西地域交流センター 入西小学校 

健康増進施設 健康増進施設 

若宮中学校 若宮中学校 

大家地域交流センター 大家小学校 

城山地域交流センター 城山地域交流センター 

城山学園 城山学園 

福祉避難所 

県立坂戸高等学校 特別養護老人ﾎｰﾑ さかどﾛｲﾔﾙの園 

障害者支援施設 さかど療護園 特別養護老人ﾎｰﾑ 好日の家 

特別養護老人ﾎｰﾑ 坂戸ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 すみよし 

特別養護老人ﾎｰﾑ 小沼ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 はつらつ 

特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂

戸 
介護老人保健施設 やまぶきの郷 

 

■建設型応急住宅用地 

稲荷久保公園 

派遣要請 

■救護所：地域防災拠点 

坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 

■広域支援組織等利用施設 
・自衛隊：坂戸市民総合運動公園軟式球場 
・警察：坂戸市民総合運動公園第二多目的運動場 
・消防：坂戸市民総合運動公園第一多目的運動場 
・応援自治体職員：ＵＲ・民間賃貸住宅 
・ボランティアセンター：福祉センター 

■医療救護拠点 

市民健康センター、三芳野・入西地域交流センター 

必要に応じて派遣 

派遣 

■帰宅困難者一時滞在施設 

セレモア坂戸駅前会館、北坂戸メモリードホール、 

坂戸市文化施設オルモ、坂戸市文化会館、 

坂戸駅前集会施設 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

災害対策本部 

【市役所庁舎】 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本 部 員：各部長等 

統括班：総合政策部、総務部、 

消防組合リエゾン 

避難所班：教育委員会事務局 

情報連絡 

連携活動 

現地災害対策本部 

【地域防災拠点】 

現地災害対策本部担

当職員 

避難所運営本部 

【指定避難所】 

学校教職員、避難所

担当職員 

区・自治会本部 

【集会所、寺社、公園等】 

区・自治会、自主防災組織 

坂戸市防災会議 

市の機関、指定地方行政機関、県の機関、 

警察機関、消防機関、指定公共機関及び指定

地方公共機関 

職員班：総務部 

広報班：総合政策部 

ボランティア支援班：坂戸市社会福祉協議会 

情報班：市民部 

輸送班：総合政策部 

被害調査班：都市整備部 

土木班：都市整備部 

市民生活班：市民部 

文教班：教育委員会事務局 

現地対応班：指定職員 

福祉班：福祉部、こども健康部 

物資班：こども健康部 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

環境衛生班：環境産業部、農業委員会事務局 

支援班：総務部、市民部、 

会計課、議会事務局、 

監査委員事務局 

坂戸地区衛生組合 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

保健衛生班：こども健康部 

家屋調査班：総務部 

（発災24時間以降） 

企画財政班：総合政策部 
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修正前 頁 

【発災期の活動体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

  

■災害廃棄物仮置場 

運動公園、 

石井水処理センター等 

■遺体収容場所 

セレモア坂戸駅前会館、坂戸

駅前メモリードホール、避難

所を開設していない小・中学

校体育館、利用していない公

共施設、寺院等 

■輸送拠点 

市民総合運動公園 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■地域防災拠点・避難所 

地域防災拠点 指定避難所 

三芳野地域交流センター 三芳野小学校 

上谷小学校 上谷小学校 

勝呂地域交流センター 
勝呂小学校 

住吉中学校 

中央地域交流センター 坂戸中学校 

坂戸市文化会館 坂戸小学校 

県立坂戸ろう学園 
県立坂戸ろう学園 

片柳小学校 

北坂戸地域交流センター 
桜小学校 

桜中学校 

浅羽野地域交流センター 
浅羽野小学校 

浅羽野中学校 

千代田地域交流センター 

南小学校 

千代田小学校 

千代田中学校 

入西地域交流センター 入西小学校 

健康増進施設 健康増進施設 

若宮中学校 若宮中学校 

大家地域交流センター 大家小学校 

城山地域交流センター 城山地域交流センター 

城山学園 城山学園 

福祉避難所 

県立坂戸高等学校 特別養護老人ﾎｰﾑ さかどﾛｲﾔﾙの園 

障害者支援施設 さかど療護園 特別養護老人ﾎｰﾑ 好日の家 

特別養護老人ﾎｰﾑ 坂戸ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 すみよし 

特別養護老人ﾎｰﾑ 小沼ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 はつらつ 

特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂

戸 
介護老人保健施設 やまぶきの郷 

 

■建設型応急住宅用地 

稲荷久保公園 

派遣要請 

■救護所：地域防災拠点 

坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 

■広域支援組織等利用施設 
・自衛隊：坂戸市民総合運動公園軟式球場 
・警察：坂戸市民総合運動公園第二多目的運動場 
・消防：坂戸市民総合運動公園第一多目的運動場 
・応援自治体職員：ＵＲ・民間賃貸住宅 
・ボランティアセンター：福祉センター 

■医療救護拠点 

市民健康センター、三芳野・入西地域交流センター 

必要に応じて派遣 

派遣 

■帰宅困難者一時滞在施設 

セレモア坂戸駅前会館、北坂戸メモリードホール、 

坂戸市文化施設オルモ、坂戸市文化会館ふれあ 

坂戸市立坂戸駅前集会施設 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

災害対策本部 

【市役所庁舎】 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本 部 員：各部長等 

統括班：総合政策部、総務部、 

消防組合リエゾン 

避難所班：教育委員会事務局 

情報連絡 

連携活動 

現地災害対策本部 

【地域防災拠点】 

現地災害対策本部担

当職員 

避難所運営本部 

【指定避難所】 

学校教職員、避難所

担当職員 

区・自治会本部 

【集会所、寺社、公園等】 

区・自治会、自主防災組織 

坂戸市防災会議 

市の機関、指定地方行政機関、県の機関、 

警察機関、消防機関、指定公共機関及び指定

地方公共機関 

職員班：総務部 

広報班：総合政策部 

ボランティア支援班：坂戸市社会福祉協議会 

情報班：市民部 

輸送班：総合政策部 

被害調査班：都市整備部 

土木班：都市整備部 

市民生活班：市民部 

文教班：教育委員会事務局 

現地対応班：指定職員 

福祉班：福祉部、こども健康部 

物資班：こども健康部 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

環境衛生班：環境産業部、農業委員会事務局 

支援班：総務部、市民部、 

会計課、議会事務局、 

監査委員事務局 

坂戸地区衛生組合 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

保健衛生班：こども健康部 

家屋調査班：総務部 

（発災24時間以降） 

企画財政班：総合政策部 
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頁 修正後 修正前 頁 

79 （イ）地震情報等の収集・伝達 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●気象庁からの緊急地震速報に関しては全国瞬

時警報システム（Ｊアラート）により、市防災

行政無線や緊急速報メール（エリアメール）、

さかろんメール（坂戸市安全・安心メール）等

で市民に迅速に知らせる。 

（略） 

統括班 

情報班 

広報班 

企画財政班 

 
 

（イ）地震情報等の収集・伝達 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●気象庁からの緊急地震速報に関しては全国瞬

時警報システム（Ｊアラート）により、市防災

行政無線や緊急速報メール（エリアメール）、

さかろんメール（坂戸市安全・安心メール）等

により、市民に迅速に知らせる。 

（略） 

統括班 

情報班 

広報班 

企画財政班 

 
 

79 

82 ウ 安否不明者等の氏名等公表 

（略） 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

●住民等からの通報・問合せに対応する。 
情報班 

（略）  

 

（略） 

 

ウ 安否不明者等の氏名等公表 

（略） 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

●住民等からの通報・問い合わせに対応する。 
情報班 

（略）  

 

（略） 

 

82 

84 【広報の媒体と内容】 

項 目 種別 内 容 

広報媒体 

音声 （略） 

文字 

１ 市ホームページ 

２ ケーブルテレビ（テロップ） 

（削除） 

３ 市防災アプリ・ＳＮＳ（市公式Ｘ等） 

４ 緊急速報メール（エリアメール） 

５ さかろんメール・埼玉県防災情報メール 

６ ＦＡＸ（聴覚障害者等へ個別に） 等 

【広報の媒体と内容】 

項 目 種別 内 容 

広報媒体 

音声 （略） 

文字 

１ 市ホームページ 

２ ケーブルテレビ（テロップ） 

３ テレビ埼玉（データ放送） 

４ 市防災アプリ・ＳＮＳ（市公式Ｘ等） 

５ 緊急速報メール（エリアメール） 

６ さかろんメール・埼玉県防災情報メール 

７ ＦＡＸ（聴覚障害者等へ個別に） 等 

84 
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頁 修正後 修正前 頁 

広報内容 （略） 

 

（略） 

 

広報内容 （略） 

 

（略） 

 

86 第６節 医療救護等対策 

第１ 基本方針 

市内には、病院５か所、診療所122か所（医療69か所（坂戸保健所、

坂戸市立市民健康センター含む。）、歯科53か所）等、全体で127か所

の医療施設（令和６年11月末現在）がある。災害時には、これらの施

設との連携を図るとともに、市内３か所に医療救護拠点を設け、地域

防災拠点等に救護所を設置し、負傷者等の救護に当たる。 

（略） 

 

第６節 医療救護等対策 

第１ 基本方針 

市内には、病院５か所、診療所119か所（医療67か所（坂戸保健所、

坂戸市立市民健康センター含む。）、歯科52か所）等、全体で124か所

の医療施設（令和６年８月末現在）がある。災害時には、これらの施

設との連携を図るとともに、市内３か所に医療救護拠点を設け、地域

防災拠点等に救護所を設置し、負傷者等の救護に当たる。 

（略） 

 

86 

95 （２）具体的な取組内容 

ア 行方不明者又は遺体の捜索・処理 

（略） 

 

（イ）行方不明者に関する相談窓口 

【行政】 

計画内容 担当 

●行方不明者に関する相談等は、生活再建の

ための支援制度の案内や受付を実施する被

災者総合相談窓口で対応する。 

市民生活班 

 
 

（２）具体的な取組内容 

ア 行方不明者又は遺体の捜索・処理 

（略） 

 

（イ）行方不明者に関する相談窓口の設置 

【行政】 

計画内容 担当 

●行方不明者に関する相談窓口を設置する。 

 

 

市民生活班 

 
 

95 

98 ２ 遺体の埋・火葬 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

「災害時における遺体の埋火葬計画」に基づ

き、迅速かつ適切に行動する。 

環境衛生班 

情報班 

２ 遺体の埋・火葬 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

「災害時における遺体の埋火葬計画」に基づ

き、迅速かつ適切に行動する。 
環境衛生班 

98 
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頁 修正後 修正前 頁 

●身元が判明しない遺体及び引取人のいない遺

体の埋火葬を行う。 

●火葬場の処理能力を大幅に超える数の遺体が

発見・収容された場合には、他市町村等の協力

を得て、火葬を実施する。 

●遺体を火葬に付す場合は、火葬場において火葬

する。遺骨は、遺留品等とともに納骨堂又は寺

院等に一時保管を依頼し、身元が判明した場合

には、縁者に引渡しを行う。 

●１年以内に身元が判明しない者は、納骨堂に収

蔵するか、無縁墓地に埋葬する。 

 

（略） 

 

●身元が判明しない遺体及び引取人のいない遺

体の埋火葬を行う。 

●火葬場の処理能力を大幅に超える数の遺体が

発見・収容された場合には、他市町村等の協力

を得て、火葬を実施する。 

●遺体を火葬に付す場合は、火葬場において火葬

する。遺骨は、遺留品等とともに納骨堂又は寺

院等に一時保管を依頼し、身元が判明した場合

には、縁者に引渡しを行う。 

●１年以内に身元が判明しない者は、納骨堂に収

蔵するか、無縁墓地に埋葬する。 

 

（略） 

 

101 イ 一時滞在施設の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●市内各駅について、公共施設や応援協定に基づく一

時滞在場所の確保を進める。 

＜使用予定施設＞ 

坂 戸 駅：坂戸市文化会館、坂戸駅前集会施設、

セレモア坂戸駅前会館 

 

北坂戸駅：坂戸市文化施設オルモ、北坂戸メモリ

ードホール 

（略） 

総務部 

 

（略） 

 

イ 一時滞在施設の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●市内各駅について、公共施設や応援協定に基づく一

時滞在場所の確保を進める。 

＜使用予定施設＞ 

坂 戸 駅：セレモア坂戸駅前会館、北坂戸メモリ

ードホール、坂戸市立坂戸駅前集会施

設 

北坂戸駅：坂戸市文化施設オルモ、坂戸市文化会

館ふれあ 

（略） 

総務部 

 

（略） 

 

101 

104 ２ 一時滞在施設の開設・運営 

（略） 

 

２ 一時滞在施設の開設・運営 

（略） 

 

104 
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頁 修正後 修正前 頁 

（２）具体的な取組内容 

ア 主要駅周辺等における一時滞在施設の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●帰宅困難者の一時滞在施設として、まず、坂戸市

文化施設オルモ、坂戸市文化会館及び坂戸駅前集

会施設を開設し、必要に応じてセレモア坂戸駅前

会館、北坂戸メモリードホールに開設を依頼す

る。 

統括班 

市民生活班 

 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 主要駅周辺等における一時滞在施設の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●帰宅困難者の一時滞在施設として、まず、坂戸市

文化施設オルモ、坂戸市文化会館ふれあ及び坂戸

市立坂戸駅前集会施設を開設し、必要に応じてセ

レモア坂戸駅前会館、北坂戸メモリードホールに

開設を依頼する。 

統括班 

市民生活班 

 

（略） 

 

109 【避難施設の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 指定緊急避難場所： （略） 

 

※２ 一 時 避 難 場 所： 法的な規定はなく、指定緊急避難場所のほか、区・

【避難施設の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 指定緊急避難場所： （略） 

 

※２ 一 時 避 難 場 所： 法的な規定はなく、指定緊急避難場所のほか、区・

109 

避難施設 

指定緊急避難場所※１：地震、大規模火災、水害から緊急的、一時的に避難する場所 

●公園、小・中学校校庭等のオープンスペース 

一時避難場所※２：災害時に危険を一時的に回避する場所 

●指定緊急避難場所以外の公園、緑地等 

自主避難所※４：自主的に避難した避難者を一時的に受け入れる施設 

●地域防災拠点（地域交流センター等） 

福祉避難所：指定避難所での避難生活が困難な要配慮者が避難生活を送る施設 

●県立坂戸高等学校（指定福祉避難所※５）、協定締結福祉施設 

一時滞在施設：帰宅困難者が、公共交通機関が回復するまで待機する場所 

●坂戸市文化会館、坂戸市文化施設オルモ、坂戸駅前集会施設、協定締結民間施設 

水害時の一時的な避難所：水害時に、一時的に避難する場所として２階以上を開

放する施設 

●上谷小学校、坂戸小学校、桜小学校、桜中学校、勝呂地域交流センター、入西

地域交流センター、坂戸市文化会館、坂戸市文化施設オルモ、健康増進施設、

西清掃センター 

指定避難所※３：災害時に被災した市民が、一時的に避難する又は避難生活を送る

施設 

●指定された小・中学校の体育館・校舎等、公共施設等 

避難施設 

指定緊急避難場所※１：地震、大規模火災、水害から緊急的、一時的に避難する場所 

●公園、小・中学校校庭等のオープンスペース 

一時避難場所※２：災害時に危険を一時的に回避する場所 

●指定緊急避難場所以外の公園、緑地等 

自主避難所※３：自主的に避難した避難者を一時的に受け入れる施設 

●地域防災拠点（地域交流センター等） 

福祉避難所：指定避難所での避難生活が困難な要配慮者が避難生活を送る施設 

●県立坂戸高等学校（指定福祉避難所※４）、協定締結福祉施設 

一時滞在施設：帰宅困難者が、公共交通機関が回復するまで待機する場所 

●坂戸市文化会館、坂戸市文化施設オルモ、駅前集会施設、協定締結民間施設 

水害時の一時的な避難所：水害時に、一時的に避難する場所として２階以上を開

放する施設 

●上谷小学校、坂戸小学校、桜小学校、桜中学校、勝呂地域交流センター、入西

地域交流センター、坂戸市文化会館、坂戸市文化施設オルモ、健康増進施設、

西清掃センター 

指定避難所※３：災害時に被災した市民が、一時的に避難する又は避難生活を送る

施設 

●指定された小・中学校の体育館・校舎等、公共施設等 
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頁 修正後 修正前 頁 

自治会や自主防災組織等が、災害時に地区住民が一

時的に避難する場所として任意に決めている場所

（公園、集会所、緑地、寺社等で、指定緊急避難場所

と同じ場所であることもある。）の呼称であり、本市

が管理している施設では、公園や緑地等といった屋

外施設を一時避難場所としている。 

 

 

※３ 指 定 避 難 所： （略） 

 

※４ 自 主 避 難 所： （略） 

 

※５ 指定福祉避難所： （略） 

 

（略） 

 

自治会や自主防災組織等が、災害時に地区住民が

一時的に避難する場所として任意に決めている場

所（公園、集会所、緑地、寺社等で、指定緊急避難

場所と同じ場所であることもある。）の呼称であ

り、本市が管理している施設では、公園や緑地、レ

クリエーション施設といった屋外施設を一時避難

場所としている。 

 

※３ 指 定 避 難 所： （略） 

 

※３ 自 主 避 難 所： （略） 

 

※４ 指 定 福 祉 避 難 所： （略） 

 

（略） 

 

111 （オ）住民への周知 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

●防災訓練等において初期消火等の方法を市

民に周知する。 

総務部 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

（略） 

 

（オ）住民への周知 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

●防災訓練等において初期消火の方法を市民

に周知する。 

総務部 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

（略） 

 

110 

118 【地域防災拠点及び避難所と該当町・字（水害）】 

地域防災拠点 避難所 

該当町・字・区・自治会・マンション名等 

（区・自治会・マンション名で記載され

ている場合は、他の欄で該当する町・

字が記載されていても区・自治会・ 

マンション名が優先して該当） 

三芳野地域交流センター 三芳野小学校 紺屋、横沼、小沼、青木 

三芳野地域交流センター 

又は 

勝呂地域交流センター 

三芳野小学校 

又は 

住吉中学校 

中小坂中、公団東坂戸団地、県営住宅

東坂戸団地、東坂戸住宅、ヴェルディ

ール東坂戸 

勝呂地域交流センター 
勝呂小学校 

石井、島田、赤尾、若葉・ひいらぎタ

ウン 

住吉中学校 塚越、戸宮 

中央地域交流センター 坂戸中学校 

緑町、南町、坂戸１区の１～３、坂戸

２区の１・２、坂戸４区の２、八幡

１・２区、関間１・２区、千代田一丁

【地域防災拠点及び避難所と該当町・字（水害）】 

地域防災拠点 避難所 

該当町・字・区・自治会・マンション名等 

（区・自治会・マンション名で記載され

ている場合は、他の欄で該当する町・

字が記載されていても区・自治会・ 

マンション名が優先して該当） 

三芳野地域交流センター 三芳野小学校 紺屋、横沼、小沼、青木 

三芳野地域交流センター 

又は 

勝呂地域交流センター 

三芳野小学校 

又は 

住吉中学校 

中小坂中、公団東坂戸団地、県営住宅

東坂戸団地、東坂戸住宅、ヴェルディ

ール東坂戸 

勝呂地域交流センター 
勝呂小学校 

石井、島田、赤尾、若葉・ひいらぎタ

ウン 

住吉中学校 塚越、戸宮 

中央地域交流センター 坂戸中学校 

緑町、南町、坂戸１区の１～３、坂戸

２区の１・２、坂戸４区の２、八幡

１・２区、関間１・２区、千代田一丁

118 
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頁 修正後 修正前 頁 
目１・２区 

県立坂戸ろう学園 

坂戸４区の１、坂戸３区、坂戸５区（３丁目）、坂戸６区の１～３、薬

師町、清水町１区、第一住宅坂戸団地、フラワーフィル柳町、片柳

北・東・西・中・南、芦山町１～３区、末広町 

  

千代田地域交流センター 
千代田小学校 

泉町、溝端町南、13街区末広、伊豆の

山町西、伊豆の山北、上吉田 

千代田中学校 北坂戸団地 

中央地域交流センター 坂戸中学校 坂戸７・８区、鶴舞 

千代田地域交流センター 

南小学校 花影、三光町、中富町 

千代田小学校 
石井市営住宅、若葉台マンション、

栄、千代田二丁目１・３区 

南小学校 
関間３区、コンドミニアム坂戸、関間

四丁目、千代田三丁目１区、谷頭 

千代田中学校 
千代田二丁目２・４・５区、若葉台第

一住宅、千代田四丁目１区 

入西地域交流センター 入西小学校 

新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、

長岡、北浅羽、今西、中里、塚崎、北

峰、花みず木、金田、沢木、東和田、

新ケ谷、戸口  
大家地域交流センター 大家小学校 森戸、四日市場、厚川、萱方 

若宮中学校 
欠ノ上、成願寺、森戸市場、厚川川

向、北大塚 

城山学園 多和目 

城山地域交流センター 西坂戸 

 
（略） 

 

目１・２区 

県立坂戸ろう学園 

坂戸４区の１、坂戸３区、坂戸５区（３丁目）、坂戸６区の１～３、薬

師町 

清水町１区、第一住宅坂戸団地、フラワーフィル柳町、片柳東・西・

中・南 

芦山町１～３区、片柳北、末広町 

千代田地域交流センター 
千代田小学校 

泉町、溝端町南、13街区末広、伊豆の

山町西、伊豆の山北、上吉田 

千代田中学校 北坂戸団地 

中央地域交流センター 坂戸中学校 坂戸７・８区、鶴舞 

千代田地域交流センター 

南小学校 花影、三光町、中富町 

千代田小学校 
石井市営住宅、若葉台マンション、

栄、千代田二丁目１・３区 

南小学校 
関間３区、コンドミニアム坂戸、関間

四丁目、千代田三丁目１区、谷頭 

千代田中学校 
千代田二丁目２・４・５区、若葉台第

一住宅、千代田四丁目１区 

入西地域交流センター 入西小学校 

新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、

長岡、北浅羽、今西、中里、塚崎、北

峰 

花みず木、金田、沢木、東和田、新ケ

谷、戸口 

大家地域交流センター 大家小学校 森戸、四日市場、厚川、萱方 

若宮中学校 
欠ノ上、成願寺、森戸市場、厚川川

向、北大塚 

城山学園 多和目 

城山地域交流センター 西坂戸 

 
（略） 

 

123 【要配慮者のために必要と思われる物資等（例示）】 

（略） 

・聴覚障害者…補聴器、補聴器用電池、筆談用ミニボード、マジック、

文字放送テレビ（字幕、手話による放送） 

（略） 
 
 

【要配慮者のために必要と思われる物資等（例示）】 

（略） 

・聴覚障害者…補聴器、補聴器用電池、筆談用ミニボード、マジック、

文字放送テレビ 

（略） 
 
 

123 

129 ２ 要配慮者全般の安全対策 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 要配慮者の安全確保 

【行政・関係機関】 

２ 要配慮者全般の安全対策 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 要配慮者の安全確保 

【行政・関係機関】 

129 
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頁 修正後 修正前 頁 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

２ 社会福祉施設との連携 

① 災害時に介護等が必要な被災者が速やかに

施設に入所できるよう、平常時から社会福

祉施設等との連携を図る。また、災害時に

は、被災者に対する給食サービスや介護相

談等施設の有する機能の活用も図る。 

（略） 

総務部 

こども健康部 

福祉部 

 

（略） 

 

計画内容 担当 

（略）  

（略） 

２ 社会福祉施設との連携 

① 災害時に介護等が必要な被災者を速やかに

施設に入所できるよう、平常時から社会福

祉施設等との連携を図る。また、災害時に

は、被災者に対する給食サービスや介護相

談等施設の有する機能の活用も図る。 

（略） 

総務部 

こども健康部 

福祉部 

 

（略） 

 

136 ウ 避難所外も含めた要配慮者全般への支援 

【行政】 

計画内容 担当 

●聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行うほ

か、ＦＡＸや文字放送テレビ（字幕・手話によ

る放送）等により、情報を随時提供していくよ

う努める。 

（略） 

現地災害対策

本部 

保健衛生班 

現地対応班 

福祉班 

 

（略） 

 

ウ 避難所外も含めた要配慮者全般への支援 

【行政】 

計画内容 担当 

●聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行うほ

か、ＦＡＸや文字放送テレビ等により、情報を

随時提供していくよう努める。 

 

（略） 

現地災害対策

本部 

保健衛生班 

現地対応班 

福祉班 

 

（略） 

 

136 

138 イ 情報提供及び相談窓口の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●市は、県と連携して外国人が災害時にも円滑

にコミュニケーションが図れるように外国語

通訳や翻訳ボランティア等の確保を図り、母

国語による情報提供や相談窓口を設置する。 

市民生活班 

ボランティア

班 

 
 

イ 情報提供及び相談窓口の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●市は、県と連携して外国人が災害時にも円滑

にコミュニケーションが図れるように外国語

通訳や翻訳ボランティア等の確保を図り、母

国語による情報提供や相談窓口を設置する。 

市民生活班 

 
 

138 
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頁 修正後 修正前 頁 

139 第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 給水体制の整備 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

●応急給水に万全を期すため、水確保手段の一

つとして、災害用井戸（災害時に汲み上げた

水を飲料水や生活用水として直接又は職員等

を通じて住民へ提供できる井戸）の整備を地

域の実情に応じて検討する。 

 

総務部 

 

（略） 

 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 給水体制の整備 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略）  

●応急給水に万全を期すため、水確保手段の一

つとして、災害用井戸（災害時に汲み上げた

水を飲料水や生活用水として直接又は職員等

を通じて住民へ提供できる井戸）の整備を地

域の実情に応じて検討する。 

 

総務部 

環境産業部 

 

（略） 

 

139 

142 （イ）避難者数の想定 

（略） 
 

【避難者数等】※３日目までの１日当たりの避難者数 

項目 人数 算定根拠 

避難者数 5,415人 

① （略） 

３日後避難者数及び平成27年１月１日時点

の市総人口数（101,203人）から総人口比

※１を算出する。 

5,465人／101,203人≒5.4％ 

② 令和２年10月１日時点の市人口総数に①で

算出した総人口比を乗じて、避難者数を算

定する。 

100,275人※２×5.4％≒5,415人 

（イ）避難者数の想定 

（略） 
 

【避難者数等】※３日目までの１日当たりの避難者数 

項目 人数 算定根拠 

避難者数 5,415人 

① （略） 

３日後避難者数及び平成27年１月１日時点

の市総人口数（101,203人）から総人口比

を算出する。 

5,465人／101,203人≒5.4％ 

② 令和２年10月１日時点の市人口総数に①で

算出した総人口比を乗じて、避難者数を算

定する。 

100,275人※×5.4％≒5,415人 

142 
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頁 修正後 修正前 頁 

（乳児） (57人) 
1,059人（０歳児501人、１歳児558人※２）の

約5.4％ 

（略）   

※１ 市では、本計画の平成28年３月改定時では、県地震被害想定調査結果と

当時の人口総数を基に総人口比を算出し、避難者数、乳児避難者数及び後

期高齢者避難者数の算定に使用した。 

※２ 各種市人口は令和２年10月１日時点（令和２年国勢調査） 

 

（乳児） (57人) 
1,059人（０歳児501人、１歳児558人※）の約

5.4％ 

（略）   

（追加） 

 

 

※各種市人口は令和２年10月１日時点（令和２年国勢調査） 

 

142 （ウ）備蓄目標量 

（略） 

 

【必要な飲料水備蓄量の推定】 

供給対象者 市 必要な備蓄量 

（略）   

※飲料水については、浄水場の緊急遮断弁が震災時に稼働することで、各

配水池へ相当量の飲料水が確保される見込みであるが、各避難所に給水

所を開設するには、仮設水槽を浄水場まで持ち込み、飲料水を搬出する

必要が出てくる。そのため、各避難所においても、飲料水を備蓄してお

く。 

 

（ウ）備蓄目標量 

（略） 
 

【必要な飲料水備蓄量の推定】 

供給対象者 市 必要な備蓄量 

（略）   

※飲料水については、浄水場の緊急遮断弁が震災時に稼働することで、各

配水池へ相当量の飲料水が確保される見込みであるが、各避難所に給水

所を開設するには、仮設水槽を浄水場まで持ち込み、飲料水を搬出する

必要が出てくる。そのため、各避難所においても、飲料水を備蓄してお

く。備蓄量としては、最低限の１日分とするが、足りない分について

は、各小中学校のプール等の水を活用することとし、各避難所には浄水

器（携帯型）を配備していくこととする。 

 

142 

156 ＜応急対策＞ 

１ 災害救助法の適用 

２ 被災者台帳の作成・罹災届出証明書及び罹災証明書の発行 

３ 被災者総合相談窓口の開設 

４ 災害廃棄物等の対策 

５ 食品衛生監視 

６ 動物愛護 

７ 応急住宅対策 

８ 文教対策 

 

（略） 
 

＜応急対策＞ 

１ 災害救助法の適用 

２ 被災者台帳の作成・罹災届出証明書及び罹災証明書の発行 

（追加） 

３ 災害廃棄物等の対策 

４ 食品衛生監視 

５ 動物愛護 

６ 応急住宅対策 

７ 文教対策 

 

（略） 
 

159 
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頁 修正後 修正前 頁 

156 （２）具体的な取組内容 

ア 災害救助法の適用 

【行政】 

計画内容 担当 

●次の適用基準に従い被害状況を把握し、適用基準に

該当するか否かを判断し、該当する場合又は該当す

る見込みがある場合は、県に対して救助法の適用を

要請する。（救助法施行令第１条第１項） 

（略） 

●災害が発生するおそれがある場合において、国に災

害対策基本法に規定する災害対策本部が設置され、

当該本部の所管区域が告示されたときは、知事によ

り救助法が適用される。（救助法第２条第２項） 

統括班 

福祉班 

 

【救助法の適用基準】 

基準１号 
市町村人口 住家が滅失した世帯の数 

（略）  

（略）  

 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 災害救助法の適用 

【行政】 

計画内容 担当 

●次の適用基準に従い被害状況を把握し、適用基準に

該当するか否かを判断し、該当する場合又は該当す

る見込みがある場合は、県に対して救助法の適用を

要請する。（救助法施行令第１条第１項） 

（略） 

（追加） 

 

 

 

統括班 

福祉班 

 

【救助法の適用基準】 

基準１号 
市町村人口 住家が滅失した世帯の数※ 

（略）  

（略）  

 

（略） 

 

159 

158 イ 応急救助の実施方法 

【行政】 

計画内容 担当 

●救助法の適用とともに応急救助を開始するが、具体

的な実施方法は、「災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年厚生省

告示第228号）」及び県が定めた「災害救助法による

救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平

成13年埼玉県告示第393号）」のほか、本計画の各章

に定めるところによる。 

統括班 

 

イ 応急救助の実施方法 

【行政】 

計画内容 担当 

●救助法の適用とともに応急救助を開始するが、具体

的な実施方法は、「災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（平成12年厚生省

告示第144号）」及び県が定めた「災害救助法による

救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平

成13年埼玉県告示第393号）」のほか、本計画の各章

に定めるところによる。 

統括班 

 

159 
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頁 修正後 修正前 頁 

（略） 

 

（略） 

 

161 ３ 被災者総合相談窓口の開設 

（１）取組方針 

被災者のための総合相談窓口を開設するなどし、被災者の負担軽

減を図る。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

災害規模や被害状況等に応じて、被災者総合相談

窓口を開設し、生活再建のための支援制度の案内や

受付を実施する。 

市民生活班 

 
 

（追加）  

161 ４ 災害廃棄物等の対策 

（略） 

 

３ 災害廃棄物等の対策 

（略） 

 

162 

164 ５ 食品衛生監視 

（略） 

 

４ 食品衛生監視 

（略） 

 

165 

164 ６ 動物愛護 

（略） 

 

ウ 情報の交換 

【行政】 

計画内容 担当 

●県等と連携して、次の情報の収集・提供を行

う。 

（略） 

環境衛生班 

 

エ その他 

【行政】 

５ 動物愛護 

（略） 

 

ウ 情報の交換 

【行政】 

計画内容 担当 

●県及び動物救援本部等と連携して、次の情報

の収集・提供を行う。 

（略） 

環境衛生班 

 

エ その他 

【行政】 

165 
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頁 修正後 修正前 頁 

計画内容 担当 

●動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法

律第105号）に規定する特定動物（危険な動物）

等が逸走した場合は、警察等に協力を依頼す

る。 

環境衛生班 

 
 

計画内容 担当 

●動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法

律第105号）に規定する特定動物（危険な動物）

等が逸走した場合は、動物園及び警察の協力を

得て収容、管理する。 

環境衛生班 

 
 

166 ７ 応急住宅対策 

（略） 

 

６ 応急住宅対策 

（略） 

 

166 

170 ８ 文教対策 

（略） 

 

７ 文教対策 

（略） 

 

170 

175 （エ）被災者総合相談窓口 

【行政】 

計画内容 担当 

●市民の不安感の払拭や被災者支援制度の普及を

図るため、被災者総合相談窓口による支援を引

き続き行う。 

市民生活班 

 
 

（追加）  

194 ＜応急対策＞ 

１ 応急活動体制の確立 

２ 情報の収集・伝達 

（削除） 

３ 避難所の開設・運営 

４ 医療救護 

５ 交通ネットワーク・ライフライン等の応急・復旧対策 

６ 農業者への支援 

７ 降灰の処理 

８ 物価の安定、物資の安定供給 

 

（略） 

 

＜応急対策＞ 

１ 応急活動体制の確立 

２ 情報の収集・伝達 

３ 警備・交通規制 

４ 避難所の開設・運営 

５ 医療救護 

６ 交通ネットワーク・ライフライン等の応急・復旧対策 

７ 農業者への支援 

８ 降灰の処理 

９ 物価の安定、物資の安定供給 

 

（略） 

 

194 
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頁 修正後 修正前 頁 

194 ２ 情報の収集・伝達 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

（略） 

 

ウ 降灰に伴う取るべき行動の周知 

【行政】 

計画内容 担当 

●降灰時にとるべき行動を、市民に発信する。 

●市民への発信に当たっては、即時性の高いメディア

（緊急速報メール、ＳＮＳなど）も活用する。 

 

統括班 

広報班 

 

（略） 

 

２ 情報の収集・伝達 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

（略） 

 

ウ 降灰に伴う取るべき行動の周知 

【行政】 

計画内容 担当 

●降灰時にとるべき行動を、市民に発信する。 

●市民への発信に当たっては、即時性の高いメディア

（緊急速報メール、ＳＮＳ、データ放送など）も活用

する。 

統括班 

広報班 

 

（略） 

 

194 

197 ６ 農業者への支援 

（略） 

 

６ 農林水産業者への支援 

（略） 

 

197 

 

  



29 

■第３編 風水害対策編 
頁 修正後 修正前 頁 

3 第２節 施策の体系 
予防・事前対策 応急対策 復旧対策 

第１節 自助、共助による防災力の向上 

自助、共助による市民の防災力

向上（普及啓発・防災教育） 
自助による応急対策の実施  

自主防災組織の育成強化 

地域による応急対策の実施 

 

民間防火組織の育成強化  

水防団の活動体制の充実  

事業所等における防災組織等の

整備 
事業所による応急対策の実施  

ボランティア等の活動支援体制の

整備 
ボランティアとの連携  

地区防災計画の策定 （削除）  

適切な避難行動に関する普及啓

発 
  

（略）   

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等の確保 

交通関連施設の安全確保 道路ネットワークの確保  

緊急輸送道路の指定・復旧体制

の整備 
交通規制  

 交通施設の応急対策  

ライフラインの確保 ライフライン施設の応急対策 ライフライン施設の早期復旧 

（削除） 
発災時のエネルギー供給機能の

確保 
 

（略）   

第１０節 市民生活の早期再建 

罹災証明書の発行体制の整備 災害救助法の適用 生活再建等の支援 

応急住宅対策 
被災者台帳の作成・罹災届出証

明書及び罹災証明書の発行 
 

動物愛護 被災者総合相談窓口の開設  

文教対策 災害廃棄物等の対策  

 動物愛護  

 応急住宅対策  

 文教対策  

（略）   

 
 

第２節 施策の体系 
予防・事前対策 応急対策 復旧対策 

第１節 自助、共助による防災力の向上 

自助、共助による市民の防災力

向上（普及啓発・防災教育） 
自助による応急対策の実施  

自主防災組織の育成強化 

地域による応急対策の実施 

 

民間防火組織の育成強化  

水防団の活動体制の充実  

事業所等における防災組織等の

整備 
事業所による応急対策の実施  

ボランティア等の活動支援体制の

整備 
ボランティアとの連携  

地区防災計画の策定 地域の安全確保への協力  

適切な避難行動に関する普及啓

発 
  

（略）   

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等の確保 

交通関連施設の安全確保 道路ネットワークの確保  

緊急輸送道路の指定・復旧体制

の整備 
交通規制  

 交通施設の応急対策  

ライフラインの確保 ライフライン施設の応急対策 ライフライン施設の早期復旧 

エネルギーの確保 
発災時のエネルギー供給機能の

確保 
 

（略）   

第１０節 市民生活の早期再建 

罹災証明書の発行体制の整備 災害救助法の適用 生活再建等の支援 

応急住宅対策 
被災者台帳の作成・罹災届出証

明書及び罹災証明書の発行 
 

動物愛護 （追加）  

文教対策 災害廃棄物等の対策  

 動物愛護  

 応急住宅対策  

 文教対策  

（略）   

 
 

3 

5 ＜応急対策＞ 

１ 自助による応急対策の実施 

２ 地域による応急対策の実施 

３ 事業所による応急対策の実施 

４ ボランティアとの連携 

（削除） 

 

（略） 

＜応急対策＞ 

１ 自助による応急対策の実施 

２ 地域による応急対策の実施 

３ 事業所による応急対策の実施 

４ ボランティアとの連携 

５ 地域の安全確保への協力 

 

（略） 

5 
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頁 修正後 修正前 頁 

12 第３節 交通ネットワーク・ライフライン等の確保 

（略） 

 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

１ 交通関連施設の安全確保 

２ 緊急輸送道路の指定・復旧体制の整備 

３ ライフラインの確保 

（略） 

 

（略） 

 

第３節 交通ネットワーク・ライフライン等の確保 

（略） 

 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

１ 交通関連施設の安全確保 

２ 緊急輸送道路の指定・復旧体制の整備 

３ ライフラインの確保 

４ エネルギーの確保 

 

（略） 

 

12 

14 （２）具体的な取組内容 

ア 配備体制 

（略） 

 

【風水害時の配備基準】 

配 備 体 制 配 備 基 準 

（略）  

※水位観測所・・・小ヶ谷・菅間水位観測所（入間川）、八幡橋水位観測所（小

畔川）、入西・高坂橋・天神橋水位観測所（越辺川）、野本水

位観測所（都幾川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）（以

下同じ。また、各水位観測所には、それぞれの受け持ち区間

がある。） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 配備体制 

（略） 

 

【風水害時の配備基準】 

配 備 体 制 配 備 基 準 

（略）  

※水位観測所・・・小ヶ谷・菅間水位観測所（入間川）、八幡橋水位観測所（小

畔川）、入西・高坂橋・天神橋水位観測所（越辺川）、野本水

位観測所（都幾川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）（以

下、「水位観測所」） 

 

 

14 

19 （ウ）情報連絡 

（略） 
 

【行政】 

職員は、坂戸市業務継続・職員行動マニュアルに基づき活動す

る。 
 

計画内容 担当 

（略）  

（ウ）情報連絡 

（略） 
 

【行政】 

    （追加） 

 
 

計画内容 担当 

（略）  

19 
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頁 修正後 修正前 頁 

３ 市内の状況を把握 

●区・自治会長との連絡、情報把握 

●市民の電話応対・情報受付 

●被害情報の収集・整理 

●気象情報等の把握と情報提供 

●台風情報等の防災情報掲示板への掲示 

●バス交通の状況把握 

市民部 

 
 

３ 市内の状況を把握 

●区・自治会長との連絡、情報把握 

●市民の電話応対・情報受付 

●被害情報の収集・整理 

●気象情報等の把握と情報提供 

●台風情報等の防災情報掲示板への掲示 

●バス交通の状況把握 

市民生活班 

情報班 

 
 

20 （エ）準警戒体制の活動 

（略） 
 

【行政】 

職員は、坂戸市業務継続・職員行動マニュアルに基づき活動す

る。 
 

計画内容 担当 

１ 関係機関からの情報収集・伝達及び市内の

状況把握 

（略） 

総務部 

●管理施設等の被害状況確認及びその対応 

●庁用自動車の配備及び鍵の管理 

●ホームページ、ＳＮＳ、防災アプリ等での

情報発信 

●防災関連システム※の補助 

 

●通信障害対応 

※防災関連システム…職員参集システム、防

災情報システム、災害オペレーションシス

テム等（以下同じ。） 

総合政策部 

（略）  
 
 

（エ）準警戒体制の活動 

（略） 
 

【行政】 

（追加） 

 
 

計画内容 担当 

１ 関係機関からの情報及び市内の状況把握 

 

（略） 

総務部 

●管理施設等の被害状況確認及びその対応 

●庁用自動車の配備及び鍵の管理 

●ホームページ、ＳＮＳ、防災アプリ等で

の情報発信 

●職員参集システム、災害オペレーション

システム等入力 

●通信障害対応 

 

 

 

総合政策部 

（略）  
 
 

20 

21 （オ）警戒体制第１配備の活動 

（略） 

 

（オ）警戒体制第１配備の活動 

（略） 

 

21 
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頁 修正後 修正前 頁 

【行政】 

（略） 
 

計画内容 担当 

１ 関係機関からの情報収集・伝達及び市内の状

況把握 

（略） 

総務部 

都市整備部 

●管理施設等の被害状況確認及びその対応 

●庁用自動車の配備及び鍵の管理 

●ホームページ、ＳＮＳ、防災アプリ等での

情報発信 

●防災関連システムの補助 

●通信障害対応 

総合政策部 

（略）  
 
 

【行政】 

（略） 
 

計画内容 担当 

１ 関係機関からの情報及び市内の状況把握 

 

（略） 

総務部 

都市整備部 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（略）  
 
 

38 【水防警報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水防警報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

凡例 

 

    基本形 

    補助系 

荒川上流河川事務所 

ＴＥＬ 048-600-1419 
   （048-600-1947） 
ＦＡＸ 048-600-1420 

関東地方整備局 

坂戸市防災安全課 

ＴＥＬ 049-283-1331 
ＦＡＸ 049-283-3903 

越辺川出張所 

ＴＥＬ 0493-34-3129 
ＦＡＸ 0493-34-3466 

直通ＴＥＬ 048-830-5137 
  ＦＡＸ 048-830-4865 

埼玉県河川砂防課 

飯能県土整備事務所 

ＴＥＬ 049-246-6715 
ＦＡＸ 049-246-6391 

ＴＥＬ 042-973-2284 
ＦＡＸ 042-975-1417 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

ＴＥＬ 049-281-3119 

ＦＡＸ 049-284-9900 

坂戸市水防団 

凡例 

 

    基本形 

    補助系 

荒川上流河川事務所 

ＴＥＬ 048-600-1419 

   （048-600-1947） 

ＦＡＸ 048-600-1420 

関東地方整備局 

坂戸市防災安全課 

ＴＥＬ 049-283-1331 

ＦＡＸ 049-283-3903 

越辺川出張所 

ＴＥＬ 0493-34-3129 

ＦＡＸ 0493-34-3466 

直通ＴＥＬ 048-830-5137 

  ＦＡＸ 048-830-4865 

埼玉県河川砂防課 

飯能県土整備事務所 

ＴＥＬ 049-246-6715 

ＦＡＸ 049-246-6391 

ＴＥＬ 042-973-2284 

ＦＡＸ 042-975-1417 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

ＴＥＬ 049-281-3119 

ＦＡＸ 049-284-9900 

 

坂戸市水防団 
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頁 修正後 修正前 頁 

37 【洪水予報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【洪水予報伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

38 ウ 気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報 

「第４節 応急対応力の強化－＜応急対策＞－２－ア－（ア）土

砂災害警戒情報の発表（第３編-26ページ）」を参照。 

なお、伝達系統は、「カ 気象警報等の伝達」伝達系統図による。 

 

ウ 気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報 

「第４節 応急対応力の強化－＜応急対策＞－２－ア－（ア）土

砂災害警戒情報の発表（第３編-26）」を参照。 

なお、伝達系統は、「カ 気象警報等の伝達」伝達系統図による。 

 

38 

38 エ 土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報 

「第４節 応急対応力の強化－＜応急対策＞－２－ア－（イ）土

砂災害緊急情報の提供（第３編-26ページ）」を参照。 

 

エ 土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報 

「第４節 応急対応力の強化－＜応急対策＞－２－ア－（イ）土

砂災害緊急情報の提供（第３編-26）」を参照。 

 

38 

41 ３ 災害情報の収集・共有・伝達 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 風水害時に収集すべき情報 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

●これらの情報は、風水害の警戒段階（情報収集

体制・準警戒体制・警戒体制第１配備）、発災段

階（警戒体制第２配備）、被害拡大段階（非常体

制第１・第２配備）、復旧段階の各段階に応じ

て適宜収集・伝達する必要があり、市及び消防

総合政策部 

総務部 

市民部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

３ 災害情報の収集・共有・伝達 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 風水害時に収集すべき情報 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

（略） 

●これらの情報は、風水害の警戒段階（情報収集

体制・警戒体制第１配備）、発災段階（警戒体制

第２配備）、被害拡大段階（非常体制第１・第２

配備）、復旧段階の各段階に応じて適宜収集・

伝達する必要があり、市及び消防組合が収集す

総合政策部 

総務部 

市民部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

41 

凡例 
 

    基本形 
    補助系 

（警報のみ） 

気象庁 熊谷地方気象台 東日本電信電話㈱ 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

坂戸市防災安全課 

埼玉県河川砂防課 
飯能県土整備事務所 

関
東
地
方
整
備
局 越辺川出張所 

凡例 
 

    基本形 
    補助系 

（警報のみ） 

気象庁 熊谷地方気象台 東日本電信電話㈱ 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

坂戸市防災安全課 

埼玉県河川砂防課 飯能県土 

整備事務所 
坂戸市防災安全課 

関
東
地
方
整
備
局 越辺川出張所 
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頁 修正後 修正前 頁 

組合が収集すべき情報は、次ページの表のとお

りである。 

（略） 

 

（略） 

 

べき情報は、次ページの表のとおりである。 

 

（略） 

 

（略） 

 

45 （略） 

 

＜復旧対策＞ 

１ 防疫活動 

２ 遺体の埋・火葬 

 

（略） 

 

【行政】 

（略） 

 

（略） 

 

＜復旧対策＞ 

１ 防疫体制の確立 

２ 遺体の埋・火葬 

 

（略） 

 

【行政・関係機関】 

（略） 

 

45 

47 （２）具体的な取組内容 

ア 避難指示 

 （略） 

 

（イ）避難指示の内容 

（略） 

 

なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館

等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自

宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断

で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊

急安全確保」を行うべきことについて、市は住民等への周知徹底

に努める。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 避難指示 

 （略） 

 

（イ）避難指示の内容 

（略） 

 

なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館

等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自

宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断

で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊

急安全確保」を行うべきことについて、市町村は住民等への周知

徹底に努める。 

 

47 
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（略） 
 

（略） 
 

60 第１０節 市民生活の早期再建 

（略） 

 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

１ 罹災証明書の発行体制の整備 

２ 応急住宅対策 

３ 動物愛護 

４ 文教対策 

（削除） 

（削除） 

 

（略） 

 

第１０節 市民生活の早期再建 

（略） 

 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

１ 罹災証明書の発行体制 

２ 応急住宅対策 

３ 動物愛護 

４ 文教対策 

５ がれき処理等廃棄物対策 

６ 被災中小企業支援 

 

（略） 

 

60 

61 ＜応急対策＞ 

１ 災害救助法の適用 

２ 被災者台帳の作成・罹災届出証明書及び罹災証明書の発行 

３ 被災者総合相談窓口の開設 

４ 災害廃棄物等の対策 

５ 食品衛生監視 

６ 動物愛護 

７ 応急住宅対策 

８ 文教対策 

 

（略） 

 

＜応急対策＞ 

１ 災害救助法の適用 

２ 被災者台帳の作成・罹災届出証明書及び罹災証明書の発行 

（追加） 

３ 災害廃棄物等の対策 

４ 食品衛生監視 

５ 動物愛護 

６ 応急住宅対策 

７ 文教対策 

 

（略） 

 

61 

61 ３ 被災者総合相談窓口の開設 

「第２編 震災対策編－第２章－第１１節－＜応急対策＞－３ 被

災者総合相談窓口の開設（第２編-161ページ）」を準用する。 

（追加） 
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頁 修正後 修正前 頁 

 

61 ４ 災害廃棄物等の対策 

（略） 

 

３ 災害廃棄物等の対策 

（略） 

 

61 

61 ５ 食品衛生監視 

（略） 

 

４ 食品衛生監視 

（略） 

 

61 

61 ６ 動物愛護 

（略） 

 

５ 動物愛護 

（略） 

 

61 

62 ７ 応急住宅対策 

（略） 

 

６ 応急住宅対策 

（略） 

 

62 

62 ８ 文教対策 

（略） 

 

７ 文教対策 

（略） 

 

62 

65 第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

（略） 

 

イ 竜巻対応マニュアルの作成 

【行政】 

計画内容 担当 

●危機管理マニュアルにより、竜巻等突風対策を

図る。 

① 竜巻等突風発生のメカニズムや特徴を理解さ

せ、日頃から竜巻等突風へ備える姿勢を育て

る。 

② 竜巻等突風から身を守るための適切な避難行

総務部 

第２ 具体的取組 

＜予防・事前対策＞ 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

（略） 

 

イ 竜巻対応マニュアルの作成 

【行政】 

計画内容 担当 

●危機管理マニュアルにより、竜巻等突風対策を

図る。 

① 竜巻等突風発生のメカニズムや特徴を理解さ

せ、日頃から竜巻等突風へ備える姿勢を育て

る。 

② 竜巻等突風から身を守るための適切な避難行

小・中学校 

65 



37 

頁 修正後 修正前 頁 

動を理解させる。 

③ 安全管理運営体制の充実を図る。 
 
 

動を理解させる。 

③ 安全管理運営体制の充実を図る。 
 
 

67 ５ 適切な対処法の普及 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 具体的な対処方法の普及 

 （略） 

 

【市民・企業・事業所】 

計画内容 

●竜巻等突風から身の安全を守るため、竜巻等突風の危険が高ま

った際は、気象の変化に十分注意しながら主体的に判断し、適

切な対処行動をとる。 

（略） 

 

（略） 

 

５ 適切な対処法の普及 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 具体的な対処方法の普及 

 （略） 

 

【市民・企業・事業所】 

計画内容 

●竜巻等突風から身の安全を守るため、竜巻等突風等の危険が

高まった際は、気象の変化に十分注意しながら主体的に判断

し、適切な対処行動をとる。 

（略） 

 

（略） 

 

67 

70 ＜応急対策＞ 

１ 情報伝達 

２ 救助の適切な実施 

３ 災害廃棄物等の処理 

４ 避難所の開設・運営 

５ 応急住宅対策 

６ 道路の応急復旧 

 

（略） 

 

＜応急対策＞ 

１ 情報伝達 

２ 救助の適切な実施 

３ がれき処理 

４ 避難所の開設・運営 

５ 応急住宅対策 

６ 道路の応急復旧 

 

（略） 

 

70 

72 ３ 災害廃棄物等の処理 

（１）取組方針 

竜巻等突風により生じた災害廃棄物等を迅速に処理し、早期の生

３ がれき処理 

（１）取組方針 

竜巻等突風により生じたがれきを迅速に処理し、早期の生活再建

72 
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頁 修正後 修正前 頁 

活再建につなげる。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●竜巻等突風により生じた災害廃棄物等を迅速に

処理し、早期の生活再建につなげる。 

（略） 

環境衛生班 

 
 

につなげる。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●竜巻等突風により生じたがれきを迅速に処理し、

早期の生活再建につなげる。 

（略） 

環境衛生班 

 
 

76 第３章 災害復興 

第１節 基本方針 

（略） 

 

第２節 実施計画 

（略） 

 

第３章 災害復興 

第１ 基本方針 

（略） 

 

第２ 実施計画 

（略） 

 

76 

84 ＜応急対策＞ 

１ 応急活動体制の施行 

２ 情報の収集・伝達・広報 

３ 道路機能の確保 

４ 交通規制 

５ 救出・救助及び支援の実施 

６ 避難所の開設・運営 

７ 医療救護 

８ ライフラインの確保 

９ 地域における除雪協力 

 

（略） 

 

＜応急対策＞ 

１ 応急活動体制の施行 

２ 情報の収集・伝達・広報 

３ 道路機能の確保 

４ 警備・交通規制 

５ 救出・救助及び孤立地区への支援の実施 

６ 避難所の開設・運営 

７ 医療救護 

８ ライフラインの確保 

９ 地域における除雪協力 

 

（略） 

 

84 

87 ６ 避難所の開設・運営 

（略） 

 

６ 避難所の開設・運営 

（略） 

 

87 
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頁 修正後 修正前 頁 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●具体的な実施方法は、「第２編 震災対策編－

第２章－第８節 避難対策－＜応急対策＞（第

２編-113ページ）」に準じる。 

避難所担当 

避難所班 

現地災害対策

本部 
 
 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●具体的な実施方法は、「第２章－第７節 避難

対策－＜応急対策＞（第３編-47ページ）」に

準じる。 

避難所担当 

避難所班 

現地災害対策

本部 
 
 

87 ７ 医療救護 

「第２編 震災対策編－第２章－第６節 医療救護等対策－＜応急

対策＞（第２編-91ページ）」を準用するほか、次のとおりとする。 

 

（略） 

 

７ 医療救護 

「第２章－第６節 医療救護対策－＜応急対策＞（第３編-45ペー

ジ）」を準用するほか、次のとおりとする。 

 

（略） 

 

87 

89 ＜復旧対策＞ 

（略） 

 

１ 農業復旧支援 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●具体的な実施方法等については、「第６編 事故

災害対策編－第４節 農林水産災害対策計画

（第６編-24ページ）」に準じる。 

総務部 

環境産業部 

 

（略） 

 

＜復旧対策＞ 

（略） 

 

１ 農業復旧支援 

【行政】 

計画内容 担当 

（略） 

●具体的な実施方法等については、「第２章－第

１０節 市民生活の早期再建－＜復旧対策＞

（第３編-63ページ）」に準じる。 

総務部 

環境産業部 

 

（略） 

 

89 
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■第４編 複合災害対策編 
頁 修正後 修正前 頁 

1 第２ 対策の方向性 

複合災害発生時の困難な状況下で、的確な災害対応を行うために

は、まず、被害状況を迅速に把握し、市内の災害対応資源※で対応可能

かどうかを判断し、もし、災害対応資源が不足するようであれば、市

外からの応援を速やかに確保することが重要である。 

（略） 

 

第２ 対策の方向性 

複合災害発生時の困難な状況下で、的確な災害対応を行うために

は、まず、被害状況を迅速に把握し、市内の災害対応資源※で対応可能

かどうかを判断し、もし、災害対応資源が不足するようであれば、県

外からの応援を速やかに確保することが重要である。 

（略） 

 

1 

 

■第５編 広域応援編 

頁 修正後 修正前 頁 

6 ＜応急対策＞ 

１ 緊急消防援助隊の派遣 

２ 広域応援要員の派遣 

３ 広域避難の支援 

４ 災害廃棄物処理支援 

５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

 

（略） 

 

＜応急対策＞ 

１ 緊急消防援助隊の派遣 

２ 広域応援要員の派遣 

３ 広域避難の支援 

４ がれき処理支援 

５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

 

（略） 

 

 

6 ２ 広域応援要員の派遣 

（１）取組方針 

市は、県の相互応援協定や全国的な応援要員派遣の仕組み等に基

づき応援要員を派遣する。 

（削除） 

 

 

 

（略） 

 

２ 広域応援要員の派遣 

（１）取組方針 

市は、県の相互応援協定や全国的な応援要員派遣の仕組み等に基

づき応援要員を派遣する。 

なお、様々な枠組みによる応援要員の派遣が想定されるが、どの

枠組みにより派遣するかは状況により判断する（複数の枠組みによ

る派遣が並行して行われることも想定される。）。 

 

（略） 

 

6 

8 ４ 災害廃棄物処理支援 

（略） 

４ がれき処理支援 

（略） 

8 
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頁 修正後 修正前 頁 

8 ５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災都県のし尿処理、ごみ処理を支援す

る。 

環境産業部 

坂戸地区衛生組合 
 
 

５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

（略） 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災都県のし尿処理、ごみ処理を支援する。 環境産業部 

 
 
 

8 

 

■第６編 事故災害対策編 

頁 修正後 修正前 頁 

7 ６ 被災者等への的確な情報伝達活動 

（略） 

 

（３）関係者等からの問合せに対する対応 

（略） 

 

６ 被災者等への的確な情報伝達活動 

（略） 

 

（３）関係者等からの問い合わせに対する対応 

（略） 

 

7 

9 ５ 毒物・劇物 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●毒物・劇物による災害を防止するため、製造・

輸入・販売・取扱いについて関係法令に基づく

指導及び立入検査並びに必要な指導を行い、災

害の発生を防止し、公共の安全を確保する。 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 
 

５ 毒物・劇物 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●毒物・劇物による災害を防止するため、製造・

輸入・販売・取扱いについて関係法令に基づく

指導及び立入検査及び必要な指導を行い、災害

の発生を防止し、公共の安全を確保する。 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 
 

9 

19 （６）退避・避難収容活動など 

 （略） 

 

イ 警戒区域の設定 

（ア）警戒区域の設定 

【行政・関係機関】 

（６）退避・避難収容活動など 

 （略） 

 

イ 警戒区域の設定 

（ア）警戒区域の設定 

【行政・関係機関】 

19 
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頁 修正後 修正前 頁 

計画内容 担当 

（略） 

●警戒区域は、核燃料物質等輸送事故災害現場

を中心に、風向等を考慮した上、設定する。 

 

 

 

統括班 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 

【警戒区域と応急活動区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（略） 

 

計画内容 担当 

（略） 

●警戒区域は、風向等を考慮するとともに、核

燃料物質等輸送事故災害現場を中心とした

円形（現場が帯状であった場合は楕円形）と

し、環境測定を実施したのち、現場指揮者が

指定する。 

統括班 

坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 

【警戒区域と応急活動区域】 

 
 

（略） 

 

27 （５）被災者等への的確な情報伝達活動への備え 

【行政】 

計画内容 担当 

●道路災害に関する情報の迅速かつ正確な伝達が

できるよう、道路管理者等関係機関との連携を

図り、市民等からの問合せに対応する体制等を

整備する。 

都市整備部 

 
 

（５）被災者等への的確な情報伝達活動への備え 

【行政】 

計画内容 担当 

●道路災害に関する情報の迅速かつ正確な伝達が

できるよう、道路管理者等関係機関との連携を

図り、市民等からの問合せに対応する体制等を

整備する。 

土木班 

 
 

27 

27 第２ 道路災害応急対策 

１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

（１）災害情報の収集・連絡 

【行政】 

第２ 道路災害応急対策 

１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

（１）災害情報の収集・連絡 

【行政】 

27 

 

 ★
（警戒区域）

（応急活動区域） （応急活動区域）

85ｍ 85ｍ

半径15ｍ以内に家屋がある場合には退避

※★＝事故発生

★＝事故発生現場 

 

 ★
（警戒区域）

（応急活動区域） （応急活動区域）

85ｍ 85ｍ

半径15ｍ以内に家屋がある場合には退避

★＝事故発生現場 

風向等を考慮した上で警戒区域を設定し、

警戒区域内に家屋がある場合には退避 
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頁 修正後 修正前 頁 

計画内容 担当 

●大規模な事故が発生した場合には、速やかに近隣市

町、県、国（国土交通省）と相互に連絡を取り合う。 
土木班 

（略）  
 
 

計画内容 担当 

●大規模な事故が発生した場合には、速やかに市、県、

国（国土交通省）と相互に連絡を取り合う。 
土木班 

（略）  
 
 

 

 


